
困難をかかえるこども・若者の自立に関する実態と支援方策の調査業務の公募にかかる質問への回答書 

 
 
 

No. 質問事項 回答内容 

１ 
ヒアリング必須となる、市内児童養護施設 13 施設のご担
当者、連絡先などの情報は、市より提示してもらうことが
できますか。 

市内児童養護施設で自立支援業務を担当している職員、連絡先を共有い
たします。 

２ 

ワークショップ等での意見出しにご協力いただいた方が
よい、「公的支援につながっていないこども・若者に対す
る支援を⾏っている⺠間団体等」の情報は、市より提示し
ていただくことはできますか。 

本市として把握している関係団体について、参考情報として共有するこ
とは可能です。 
ただし、市が把握している団体は限られるため、委託事業者から意見交
換に出席することが想定される⺠間団体の提案をいただくことを想定し
ています。 

３ 
施設や、関連団体へのアンケート、ヒアリング、ワークシ
ョップのご案内は、市から送付いただくことは可能です
か。 

ご案内文を提供いただきましたら、本市が窓口となり、施設や関係団体
へ送付することは可能です。 

４ 

業務の一部業務を再委託する場合の書式、手順等の規定
がありましたら教えてください。 
 

委託業務の一部を再委託する場合は、『委託契約約款第 2 条』に基づき、
本市の事前承認が必要です。 
事前申請には別紙様式 1 をご使用のうえ、家庭支援課へご提出ください。 

５ 
ワークショップ会場は神⼾市管轄の会場をお借りするこ
とはできますか。 

空き状況によりますが、神⼾市役所内の会議室をご利用いただくことは
可能です。市役所内の会議室の利用を検討される場合は、受託後、できる
だけ早くご相談ください。 

６ 
「市が所管する既存資料等の分析を⾏う」とありますが、 
既存資料は、どんな内容で、どんな形式でいただけます
か。 

施設や個人が特定されない形に加工した上で、各児童養護施設に配置さ
れている自立支援担当職員の令和 6 年度業務実績報告書（Word 形式）を
提供いたします。 



 
 

          
        

      
   

   

                   

                   

           
 
    

 
 

  

 
 

   
    

 
 
 

   
   

 
                

  

 
    

 
 

  
 

    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
 

 
      


